
【表紙】

【提出書類】 訂正有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2025年3月27日提出

【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東　眞之

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目６番２１号

【事務連絡者氏名】 石舘　真

【電話番号】 03-6432-7746

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年2月27日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、監査報酬
は受益者の負担としているところ、投資信託財産の規模等を考慮し、委託会社が監査報酬の一部もしくはすべ
てを負担することを可能とするための信託約款の変更に伴い、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれ
を訂正するため、本訂正届出書を提出します。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

４【手数料等及び税金】

（４）【その他の手数料等】

＜訂正前＞

①　投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定
書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその
他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額（以下「諸経
費」といいます。）は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託
者は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合がありま
す。

②　投資信託財産にかかる監査報酬は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期
末または信託終了時に当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁
します。

 
（略）
 

＜訂正後＞

①　投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定
書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその
他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額（以下「諸経
費」といいます。）は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託
会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合がありま
す。

②　投資信託財産にかかる監査報酬は、原則として受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日およ
び毎計算期末または信託終了時に当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産
中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該監査報酬の一部もし
くはすべてを負担する場合があります。

 
（略）
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